
条
例
制
定

■	

行
政
不
服
審
査
会
条
例
の

制
定

　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴

い
制
定
す
る
も
の
で
す
。

○
市
民
か
ら
の
申
し
立
て

　
手
続
き
ど
う
変
わ
る

Q  

こ
れ
ま
で
の
様
々
な
不
服
審

査
手
続
き
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。

第
三
者
機
関
の
設
置
と
は
。

A  

不
服
申
し
立
て
の
手
続
き
を

異
議
申
し
立
て
で
は
な
く
、
審
査

請
求
に
一
元
化
す
る
。

　

公
正
性
の
向
上
と
し
て
、
審
理

員
制
度
の
導
入
、
第
三
者
機
関
へ

の
諮
問
、
手
続
き
の
新
設
。
そ
し

て
、
審
査
請
求
期
間
を
3
カ
月
に

延
長
す
る
。

■	

職
員
の
退
職
管
理
に

関
す
る
条
例
の
制
定

　　

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い

制
定
す
る
も
の
で
す
。

条
例
制
定

■	

■
■
■

　

■
■
■

○
■
■

Q  

■
■
■
■

A  

■
■
■

○
退
職
者
か
ら
の
働
き
か
け

　
防
げ
る
か

Q  

再
就
職
の
届
け
出
の
対
象
と

な
る
職
員
は
。
届
け
出
を
怠
っ
た

退
職
者
へ
の
罰
則
は
設
け
な
い
の

か
。

A  

対
象
職
員
は
、
部
長
級
、
課

長
級
の
管
理
職
員
。
届
け
出
の
あ

る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
働
き
か
け

を
禁
止
す
る
も
の
で
、
罰
則
規
定

を
設
け
る
考
え
は
な
い
。

条
例
改
正

■	

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

改
正

　

人
事
院
勧
告
に
伴
い
3
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

○
手
当
引
き
上
げ
い
く
ら
に

Q  

特
別
職
は
い
く
ら
増
え
る
の

か
。
県
下
の
自
治
体
の
対
応
は
。

A  

市
長
6
万
6
千
990
円
、
議
長

3
万
円
、
議
員
2
万
4
千
円
の
増

と
な
る
。

　

名
古
屋
市
を
除
く
県
内
37
市

で
、
増
額
を
し
な
い
自
治
体
は
長

久
手
市
、
27
年
度
に
遡
及
し
な
い

自
治
体
は
尾
張
旭
市
。

■	

職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

人
事
院
勧
告
及
び
地
方
公
務
員

法
の
改
正
に
伴
い
改
正
す
る
も
の

で
す
。

○
職
員
給
与
の
状
況
は

Q  

市
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

は
。
給
料
表
の
改
定
を
す
る
上
で

の
課
題
と
そ
の
解
決
方
法
は
。

A  
平
成
27
年
度
で
90
・
6
。
現

在
、
昇
格
昇
給
基
準
の
見
直
し
と

い
う
全
体
の
底
上
げ
を
や
っ
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
る
ラ
ス
パ
イ
レ
ス

指
数
へ
の
影
響
を
見
極
め
た
う
え

で
給
料
表
の
7
級
制
か
ら
8
級
制

へ
の
移
行
を
検
討
し
た
い
。

※
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は
?

　

国
家
公
務
員
給
与
を
100
と
し
た

場
合
の
地
方
公
務
員
の
給
与
水
準

を
示
す
数
値
。

■	

福
祉
事
務
所
設
置
条
例
の

一
部
改
正

　

福
祉
事
務
所
の
位
置
を
変
更
す

る
も
の
で
す
。

○
福
祉
事
務
所
移
転
の

　
影
響
は

Q  

庁
舎
統
合
に
伴
い
、
福
祉
事

務
所
の
業
務
も
佐
織
支
所
か
ら
本

庁
に
移
る
が
、
今
後
の
佐
織
支
所

で
の
対
応
は
。
立
田
・
八
開
支
所

も
含
め
ど
う
な
る
の
か
。

A  

窓
口
で
の
証
明
な
ど
の
交

付
事
務
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら

な
い
。
相
談
事
例
に
つ
い
て
は
、

職
員
が
出
向
く
対
応
は
し
た
い
。

多
少
時
間
は
い
た
だ
く
こ
と
に

な
る
。

市
道
の
廃
止
・
認
定

■	

市
道
路
線
の
廃
止
・
認
定

○
高
校
移
転
の
影
響
は

Q  

市
道
9
1
1
6
号
、
9
1
3 

6
号
の
再
編
に
つ
い
て
、
清
林
館

高
校
が
移
転
建
設
と
の
こ
と
だ

が
、
計
画
の
内
容
は
。
地
域
へ
の

説
明
会
は
。
ま
た
、
市
へ
の
影

響
は
。

A  

市
内
敷
地
約
4
万
2
千
750

㎡
、
平
成
30
年
4
月
開
校
予
定
。

説
明
会
の
開
催
は
、
市
も
指
導
し

地
元
周
知
を
徹
底
し
た
い
。

　

市
の
収
益
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
は

な
い
。
他
校
と
同
様
に
高
校
、
高

校
生
に
協
力
し
て
も
ら
え
れ
ば
と

考
え
て
い
る
。
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